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議案第８８号                平成  年  月  日議決 

   津市市税条例等の一部の改正について 

 津市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年９月２９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３５号 

   津市市税条例等の一部を改正する条例 

 （津市市税条例の一部改正） 

第１条 津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）の一部を次のように改

正する。 

  第２３条第２項中「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２条第

１項第１４号」に改める。 

  第３１条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第１６号」を「法第２９

２条第１項第４号の５」に、「又は同条第１７号の２に規定する連結個別資

本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては、令第４５条の３の２

に定めるところにより算定した純資産額）」を「をいう。以下同じ。」に、

「この表」を「この表及び第４項」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）の

資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額

に満たない場合における第２項の規定の適用については、同項の表中「資

本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又

は出資金の額が」とする。 

  第３３条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらない

ものとする。 

  第３４条の４の２第１項中「法人税法第２条第１６号に規定する資本金等

の額又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規

定する相互会社にあっては、令第４５条の３に定めるところにより算定した

純資産額）をいう」を「資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合

算額又は出資金の額に満たない場合にあっては、資本金の額及び資本準備金
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の額の合算額又は出資金の額」に改める。 

第３６条の２第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第１５項に規定する法人番号

をいう。以下同じ。）」を加える。 

  第３６条の３の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５

第５項」に改める。 

  第５１条第２項中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同項に第１

号として次の１号を加える。 

 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号を

いう。以下同じ。）又は法人番号 

  第５７条及び第５９条中「第１０号の９」を「第１０号の１０」に改める。 

  第６３条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番 

号（当該書類を提出する者の個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。） 

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）」に改める。 

  第６３条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ 

っては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第７１条第２項第１号、第７４条第１項第１号及び第７４条の２第１項第

１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」

に改める。 

 第８９条第２項第２号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事

業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称）」に改める。 

 第９０条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中

「及び住所」を「、住所及び個人番号（個人番号を有しない者にあっては、

氏名及び住所）」に改める。 

 第１３９条の３第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、
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住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第１５３条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所

の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名

又は名称）」に改める。 

 附則第４条第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改める。 

 附則第７条の３の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、

「平成２９年」を「平成３１年」に改める。 

 附則第９条の前に見出しとして「（個人の市民税の寄附金税額控除額に係

る申告の特例等）」を付し、同条を次のように改める。 

第９条 法附則第７条第８項に規定する申告特例対象寄附者（次項において

「申告特例対象寄附者」という。）は、当分の間、第３４条の５の２第１

項及び第２項の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合

には、第３６条の２第４項の規定による申告書の提出（第３６条の３の規

定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第２条第１項

第３７号に規定する確定申告書の提出を含む。）に代えて、法第３１４条

の７第１項第１号に掲げる寄附金（以下この項及び次条において「地方団

体に対する寄附金」という。）を支出する際、法附則第７条第８項から第

１０項までに規定するところにより、地方団体に対する寄附金を受領する

地方団体の長に対し、同条第８項に規定する申告特例通知書（以下この条

において「申告特例通知書」という。）を送付することを求めることがで

きる。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下この条において

「申告特例の求め」という。）を行った申告特例対象寄附者は、当該申告

特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第７条第１０項第１

号に掲げる事項に変更があったときは、同条第９項に規定する申告特例対

象年（次項において「申告特例対象年」という。）の翌年の１月１０日ま

でに、当該申告特例の求めを行った地方団体の長に対し、施行規則で定め

るところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定める事項を届

け出なければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の１月

３１日までに、法附則第７条第１０項の規定により申請書に記載された当

該申告特例の求めを行った者の住所（同条第１１項の規定により住所の変
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更の届出があったときは、当該変更後の住所）の所在地の市町村長に対し、

施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならな

い。 

４ 申告特例の求めを行った者が、法附則第７条第１３項各号のいずれかに

該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規

定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求め

を行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 附則第９条の次に次の１条を加える。 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄

附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定による申

告特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第１３項の規定によりな

かったものとみなされる場合を除く。）においては、法附則第７条の２第

４項に規定するところにより控除すべき額を、第３４条の５の２第１項及

び第２項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

 附則第１０条の２第５項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第

３９項」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条

第４０項」に改め、同条に次の１項を加える。 

７ 法附則第１５条の８第４項に規定する条例で定める割合は３分の２とす  

る。 

 附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第

１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９

項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）」に改める。 

 附則第１１条の２の見出し中「平成２５年度又は平成２６年度」を「平成

２８年度又は平成２９年度」に改め、同条第１項中「平成２５年度分又は平

成２６年度分」を「平成２８年度分又は平成２９年度分」に改め、同条第２

項中「平成２５年度適用土地」を「平成２８年度適用土地」に、「平成２５

年度類似適用土地」を「平成２８年度類似適用土地」に、「平成２６年度分」

を「平成２９年度分」に改める。 

 附則第１６条及び第１６条の２を次のように改める。 

 （軽自動車税の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽
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自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２

７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法

第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項におい

て「初回車両番号指定」という。）を受けた場合において、平成２８年度

分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第８２条第２号ア ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

 ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車  

（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。） 

に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４

月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第８２条第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８２条の規定の適

用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分

の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第８２条第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 
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３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

 第１６条の２ 削除 

（津市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 津市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年津市条例第１８号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中津市市税条例附則第１６条の改正規定を次のように改める。 

   附則第１６条第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０条

第５項第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則第３

０条第２項第１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項を同条

第３項とし、同条第１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附則第３０

条第３項第１号」に、「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番号指定」と

いう。）」を「初回車両番号指定」に改め、同項を同条第２項とし、同条

に第１項として次の１項を加える。 

    法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽

自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番

号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受け

た月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税に係る第８２条の規定の適用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第８２条第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

  附則第６条の表中「附則第１６条」を「附則第１６条第１項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。  
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 第１条中津市市税条例第３３条第２項にただし書を加える改正規定、第

３６条の２第８項、第３６条の３の３第４項、第５１条第２項各号、第６

３条の２第１項第１号、第６３条の３第１項第１号及び第２項第１号、第

７１条第２項第１号、第７４条第１項第１号、第７４条の２第１項第１号、

第８９条第２項第２号、第９０条第２項第１号、第１３９条の３第２項第

１号並びに第１５３条第１号の改正規定並びに附則第１０条の３第１項第

１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６

項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び第９項第１号の改正規定並び

に次条第２項、第３項及び第８項、第３条第２項、第４条第１項、第６条

並びに第７条の規定 平成２８年１月１日 

 第１条中津市市税条例第２３条第２項の改正規定並びに附則第４条第１

項の改正規定並びに附則第１６条及び第１６条の２の改正規定（同条に係

る部分に限る。）並びに次条第７項及び第５条の規定 平成２８年４月１

日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の津市市税

条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平

成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２６年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３３条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

３ 新条例第５１条第２項第１号の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の

日以後に提出する申請書について適用する。 

４ 新条例附則第９条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成２７年４

月１日以後に支出する新条例附則第９条第１項に規定する地方団体に対する

寄附金について適用する。 

５ 新条例附則第９条の２の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民

税について適用する。 

６ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分

は、平成２７年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日

以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開

始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法
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人の市民税については、なお従前の例による。 

７ 新条例第２３条第２項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後

に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度

分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市

民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお

従前の例による。 

８ 新条例第３６条の２第８項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日

以後に行われる新条例第３６条の２第８項の規定による申告について適用し、

同日前に行われる第１条の規定による改正前の津市市税条例（以下「旧条例」

という。）第３６条の２第８項の規定による申告については、なお従前の例

による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２６年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第６３条の２第１項第１号、第６３条の３第１項第１号及び第２項

第１号、第７１条第２項第１号、第７４条第１項第１号並びに第７４条の２

第１項第１号並びに附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項

第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８

項第１号及び第９項第１号の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行

の日以後に提出する新条例第６３条の２第１項並びに第６３条の３第１項及

び第２項に規定する申出書、新条例第７１条第２項に規定する申請書又は新

条例第７４条第１項及び第７４条の２第１項並びに附則第１０条の３各項に

規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第６３条の２第１

項並びに第６３条の３第１項及び第２項に規定する申出書、旧条例第７１条

第２項に規定する申請書又は旧条例第７４条第１項及び第７４条の２第１項

並びに附則第１０条の３各項に規定する申告書については、なお従前の例に

よる。 

３ 新条例附則第１０条の２第７項の規定は、平成２７年４月１日以後に新築

される地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。以下「平

成２７年改正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２

５年法律第２２６号。以下「新法」という。）附則第１５条の８第４項に規

定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成２
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８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第８９条第２項第２号及び第９０条第２項第１号の規定は、附

則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第８９条第２

項並びに第９０条第２項及び第３項に規定する申請書について適用し、同日

前に提出した旧条例第８９条第２項並びに第９０条第２項及び第３項に規定

する申請書については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１６条の規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適用

する。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第１６条の２に規定する

喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級品」という。）

に係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級

品に係る市たばこ税の税率は、新条例第９５条の規定にかかわらず、当該各

号に定める税率とする。 

 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本につ

き２，９２５円 

 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本につ

き３，３５５円 

 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本につ

き４，０００円 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第９８条第１項から第４項ま

での規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第９８条第１項 施行規則第３４号の２

様式 

地方税法施行規則の一

部を改正する省令（平

成２７年総務省令第３

８号）第１条の規定に

よる改正前の地方税法
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施行規則（以下この節

において「平成２７年

改正前の地方税法施行

規則」という。）第４

８号の５様式 

第９８条第２項 施行規則第３４号の２

の２様式 

平成２７年改正前の地

方税法施行規則第４８

号の６様式 

第９８条第３項 施行規則第３４号の２

の６様式 

平成２７年改正前の地

方税法施行規則第４８

号の９様式 

第９８条第４項 施行規則第３４号の２

様式又は第３４号の２

の２様式 

平成２７年改正前の地

方税法施行規則第４８

号の５様式又は第４８

号の６様式 

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号

及び第２号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われ

た紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第

９２条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。）

又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改

正する法律（平成２７年法律第９号。以下「所得税法等改正法」という。）

附則第５２条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ

３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸

売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等で

ある場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者で

ある場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営

業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡した

ものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当

該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成２
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７年改正法附則第２０条第４項に規定する申告書を平成２８年５月２日まで

に市長に提出しなければならない。 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、

その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以

下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付

しなければならない。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項ま

でに規定するもののほか、新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項、第

１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、次の

表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第１９条 第９８条第１項若しく

は第２項、 

津市市税条例等の一部

を改正する条例（平成

２７年津市条例第  

号。以下この条及び次

章第４節において「平

成２７年改正条例」と

いう。）附則第５条第

６項、 

第１９条第２号 第９８条第１項若しく

は第２項 

平成２７年改正条例附

則第５条第５項 

第１９条第３号 第４８条第１項の申告

書（法第３２１条の８

第２２項及び第２３項

の申告書を除く。）、

第９８条第１項若しく

は第２項の申告書又は

第１３９条第１項の申

告書でその提出期限 

平成２７年改正条例附

則第５条第６項の納期

限 

第９８条第４項 施行規則第３４号の２

様式又は第３４号の２

の２様式 

地方税法等の一部を改

正する法律（平成２７

年法律第２号）附則第
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２０条第４項の規定 

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成２７年改正条例附

則第５条第６項 

第１００条の２第１項 第９８条第１項又は第

２項 

平成２７年改正条例附

則第５条第５項 

当該各項 同項 

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第

２項 

平成２７年改正条例附

則第５条第６項 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の

区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻た

ばこ３級品のうち、第４項の規定により市たばこ税を課された、又は課され

るべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新

条例第９９条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につ

き納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除

又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又

は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等

が新条例第９８条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告

書には、当該返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数についての明細

を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。 

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は

同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を

同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合にお

いて、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第８項の規定により製造

たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たば

この製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課され

ることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３

級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯

蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当

該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）

を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。

この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされ

る紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本に
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つき４３０円とする。 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

第５項 前項 第９項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項

において準用する同条

第４項 

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日 

第７項の表以外の部分 第４項の 第９項の 

から前項まで 、第５項及び前項 

第７項の表第１９条の

項 

附則第５条第６項 附則第５条第１０項に

おいて準用する同条第

６項 

第７項の表第１９条第

２号の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１０項に

おいて準用する同条第

５項 

第７項の表第１９条第

３号の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１０項に

おいて準用する同条第

６項 

第７項の表第９８条第

４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項

において準用する同条

第４項 

第７項の表第９８条第

５項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１０項に

おいて準用する同条第

６項 

第７項の表第１００条

の２第１項の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１０項に

おいて準用する同条第

５項 

第７項の表第１０１条 附則第５条第６項 附則第５条第１０項に
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第２項の項 おいて準用する同条第

６項 

第８項 第４項 第９項 

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１０項の規定により

製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課

されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たば

こ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在す

る当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課

する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみ

なされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，００

０本につき６４５円とする。 

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

第５項 前項 第１１項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項

において準用する同条

第４項 

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日 

第７項の表以外の部分 第４項の 第１１項の 

から前項まで 、第５項及び前項 

第７項の表第１９条の

項 

附則第５条第６項 附則第５条第１２項に

おいて準用する同条第

６項 
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第７項の表第１９条第

２号の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１２項に

おいて準用する同条第

５項 

第７項の表第１９条第

３号の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１２項に

おいて準用する同条第

６項 

第７項の表第９８条第

４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項

において準用する同条

第４項 

第７項の表第９８条第

５項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１２項に

おいて準用する同条第

６項 

第７項の表第１００条

の２第１項の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１２項に

おいて準用する同条第

５項 

第７項の表第１０１条

第２項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１２項に

おいて準用する同条第

６項 

第８項 第４項 第１１項 

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合に

おいて、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規定により

製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造

たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課

されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たば

こ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在す

る当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課

する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみ

なされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，００
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０本につき１，２６２円とする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する

場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

第５項 前項 第１３項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項

において準用する同条

第４項 

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日 

第６項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日 

第７項の表以外の部分 第４項の 第１３項の 

から前項まで 、第５項及び前項 

第７項の表第１９条の

項 

附則第５条第６項 附則第５条第１４項に

おいて準用する同条第

６項 

第７項の表第１９条第

２号の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１４項に

おいて準用する同条第

５項 

第７項の表第１９条第

３号の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１４項に

おいて準用する同条第

６項 

第７項の表第９８条第

４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項

において準用する同条

第４項 

第７項の表第９８条第

５項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１４項に

おいて準用する同条第

６項 

第７項の表第１００条

の２第１項の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１４項に

おいて準用する同条第

５項 

第７項の表第１０１条 附則第５条第６項 附則第５条第１４項に
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第２項の項 おいて準用する同条第

６項 

第８項 第４項 第１３項 

 （特別土地保有税に関する経過措置） 

第６条 新条例第１３９条の３第２項第１号の規定は、附則第１条第１号に掲

げる規定の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、

同日前に提出した旧条例第１３９条の３第２項に規定する申請書については、

なお従前の例による。 

 （入湯税に関する経過措置） 

第７条 新条例第１５３条の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の

日以後に行われる新条例第１５３条の規定による申告について適用し、同日

前に行われた旧条例第１５３条の規定による申告については、なお従前の例

による。 
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議案第８９号                平成  年  月  日議決 

   津市個人情報保護条例の一部の改正について

 津市個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年９月２９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３６号

   津市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

第１条 津市個人情報保護条例（平成１８年津市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条に次の３号を加える。 

 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。） 

第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特

定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとし

て、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録さ

れているものに限る。 

 特定個人情報ファイル 番号法第２条第９項に規定する特定個人情報

ファイルをいう。 

第１０条第１項各号列記以外の部分及び同条第２項中「又は」の次に「保

有個人情報（保有特定個人情報を除く。）を」を加え、同条の次に次の１条

を加える。 

  （保有特定個人情報の提供の制限） 

第１０条の２ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合

を除き、保有特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならな

い。 

第１２条中「保有個人情報を」を「保有個人情報（保有特定個人情報を除 

く。以下この条において同じ。）を」に改める。 

第３５条を次のように改める。 

（自己情報の利用停止等請求） 
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第３５条 何人も、自己情報が次の各号のいずれかに該当すると思料すると 

きは、この条例の定めるところにより、当該自己情報を保有する実施機関 

に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該自 

己情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止等」という。） 

に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、こ 

の限りでない。 

 第９条の規定に違反して収集されたものであるとき、第１０条の規定

に違反して利用されているとき、番号法第２０条の規定に違反して収集

され、若しくは保管されているとき、又は番号法第２８条の規定に違反

して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該自己

情報の利用の停止又は消去 

 第１０条、第１０条の２又は第１１条の規定に違反して提供されてい

るとき 当該自己情報の提供の停止 

２ 第１４条第２項の規定は、前項の規定による請求（以下「利用停止等請

求」という。）について準用する。 

  第３７条中「消去又は利用若しくは提供の停止（以下「利用停止等」とい

う。）」を「利用停止等」に改める。 

第２条 津市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第１０条第１項中「保有個人情報を」を「保有個人情報（保有特定個人情

報を除く。次項において同じ。）を」に改め、「保有個人情報（保有特定個

人情報を除く。）を」を削り、同条第２項中「保有個人情報（保有特定個人

情報を除く。）を」を削る。 

  第１０条の２を第１０条の３とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

（保有特定個人情報の利用の制限） 

第１０条の２ 実施機関は、個人情報の取扱いに係る事務の目的の範囲を超

えて、保有特定個人情報を当該実施機関の内部で利用してはならない。た

だし、次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。 

 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があ

るとき。 

 本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定に基づき、個人情報の取扱いに係る事

務の目的の範囲を超えて、保有特定個人情報を利用するときは、個人の権

利利益を不当に侵害してはならない。 
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第１４条第２項中「認める者」の次に「（保有特定個人情報にあっては、 

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）」 

を加える。 

第２７条第１項中「自己情報が」を「自己情報（保有特定個人情報を除く。

以下この項において同じ。）が」に改める。 

第３５条第１項第１号中「第１０条」の次に「若しくは第１０条の２」を

加え、同項第２号中「第１０条の２」を「第１０条の３」に改める。 

第３条 津市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に

記録された特定個人情報をいう。 

  第１０条の２第１項中「保有特定個人情報」の次に「（情報提供等記録を

除く。次項において同じ。）」を加える。 

  第１０条の３を第１０条の４とし、第１０条の２の次に次の１条を加える。 

  （情報提供等記録の利用の制限） 

 第１０条の３ 実施機関は、個人情報の取扱いに係る事務の目的の範囲を超

えて、情報提供等記録を当該実施機関の内部で利用してはならない。 

  第３２条第４項中「自己情報」の次に「（情報提供等記録を除く。）」を 

加え、同条に次の１項を加える。 

 ５ 実施機関は、第１項の決定に基づき当該実施機関が保有する情報提供等

記録の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及

び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正

に係る番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者で

あって、当該実施機関以外のものに限る。）に対し、訂正の内容を通知し

なければならない。 

  第３５条第１項中「自己情報が」を「自己情報（情報提供等記録を除く。

以下この項において同じ。）が」に改め、同項第２号中「第１０条の３」を

「第１０条の４」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 第２条の規定 平成２８年１月１日 

 第３条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
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用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる

規定の施行の日 



議案第９０号                平成  年  月  日議決

津市手数料徴収条例の一部の改正について

津市手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２７年９月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市条例第３７号

津市手数料徴収条例の一部を改正する条例

第１条 津市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第７３号）の一部を次のよ

うに改正する。

  別表第１中第１７号を第１８号とし、第１６号を第１７号とし、第１５号

を第１６号とし、第１４号の次に次のように加える。

 個人番号に係る通知カードの再交付 １件につき ５００円

第２条 津市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

  別表第１第１４号及び第１５号を次のように改める。

 個人番号に係る通知カードの再交付 １件につき ５００円

 個人番号カードの再交付 １件につき ８００円

   附 則

 この条例中第１条の規定は平成２７年１０月５日から、第２条の規定は平成

２８年１月１日から施行する。



議案第９１号                平成  年  月  日議決 

   津市農業共済条例の一部の改正について 

 津市農業共済条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年９月２９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

津市条例第３８号 

   津市農業共済条例の一部を改正する条例 

津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）の一部を次のように改

正する。 

第１７条第３項中「（肉豚に係るものを除く。）」を削り、同項に次のただ

し書を加える。 

ただし、肉豚に係る通知又は種豚の死亡（火災、伝染性の疾病（家畜伝染

病予防法第２条第１項に規定する家畜伝染病及び同法第４条第１項に規定す

る届出伝染病に限る。）又は風水害その他気象上の原因（地震及び噴火を含

む。）によるものを除く。）に係る通知については、この限りでない。 

第６９条第１項第５号中「又は第６項」を「若しくは第６項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、三重県知事の認可のあった日から施行する。 



津市訓令第１１号

庁中一般 

出先機関 

津市地域包括支援センター設置規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。

平成２７年９月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

津市地域包括支援センター設置規程の一部を改正する訓令 

津市地域包括支援センター設置規程（平成１８年津市訓令第４１号）の一部

を次のように改正する。 

第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

 認知症初期集中支援に関すること。 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。 



津市告示第２３０号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年９月１６日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０４３１４３７ 平成２６年１０月１日 平成２７年８月１７日

２１７４９０７ 平成２６年１０月１日 平成２７年８月２１日



津市告示第２３１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項の規定に基づき撤去し、

保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとお

り告示する。 

 平成２７年９月１８日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ９月 １日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２７年 ９月 ４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ９月 ７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ９月 ７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ９月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ９月１０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ９月１１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ９月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ９月１５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ９月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２３２号 

 下記の者の配当計算書（謄本）、充当通知書は、住所居所不明のため、送達

することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年９月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○ 配当計算書（謄本）、 

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２３３号 

 下記の者の配当計算書（謄本）、充当通知書及び債権差押解除通知書は、あ

てどころ不明のため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の

規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年９月２４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○ ○○ 配当計算書（謄本）、充

当通知書及び債権差押

解除通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２３４号 

 電子署名等にかかる地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

施行規則（平成１５年総務省令第１２０号）第６５条第１項の規定に基づき、

下記のとおり委任したので、同条第３項の規定により告示する。 

  平成２７年９月３０日 

  津市長 前 葉 泰 幸   

１ 認証業務関連事務を委任した日 

  平成２７年９月２４日 

２ 委任した者 

 名称 

   地方公共団体情報システム機構 

 主たる事務所の所在地 

   東京都千代田区一番町２５番地 



津市公告第１０９号 

地方自治法第２６０条の３８第１項の規定により、次の認可地縁団体が所有

する下記不動産の所有権の保存に関する申請を相当と認め、同条第２項の規定

により、次のとおり公告します。 

  平成２７年９月１６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地 

名 称 小西地区 

区 域 三重県津市美杉町八知小西地区全域（元小西、宮の下、

住宅、下神河、上神河、奥出、庄屋出）とする。 

主たる事務所 三重県津市美杉町八知１５１３番地 

２ 申請不動産に関する事項（土地） 

地 目 山林 

面 積 ４６９㎡ 

所 在 地 津市美杉町八知字鎌倉４５８番 

地 目 宅地 

面 積 ５２８．９２㎡ 

所 在 地 津市美杉町八知字法師ケ野１９８８番 

３ 申請事項に関し異議申出ができる者 

(1) 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人 

(2) 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 

(3) 申請不動産の所有権を有することを疎明する者 

４ 異議申出の期間 

   平成２７年９月１６日から平成２７年１２月１６日 

５ 異議申出の方法 

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」及び当該申請書に記載する



書類を添付して提出 

【担当課（問い合わせ先）】 

津市市民部地域連携課対話連携担当 

〒５１４－８６１１ 

三重県津市西丸之内２３番１号 

電話番号 ０５９－２２９－３１１０ 

ファクス ０５９－２２９－３３６６ 



津市公告第１１０号 

（仮称）津のまち音頭製作業務について、次のとおりプロポーザルを実施す

るので、公告します。 

平成２７年９月２９日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 業務概要 

 業務名   （仮称）津のまち音頭製作業務 

 契約期間  契約締結日から平成２８年３月４日まで 

 提案上限額 ６，１１９，０００円（消費税及び地方消費税を含む額） 

２ 参加資格要件 

  本企画提案に参加できる者は、参加資格要件の全てを満たす者とします。 

 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿に登載されていること。登録されていない場合にあ

っては、以下の書類を提出し確認を受けること。 

ア 法人にあたっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 商号登記をしている個人にあたっては、履歴事項全部証明書（商号登 

記簿謄本） 

ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されてい

ないことの証明書  

エ 印鑑（登録）証明書 

オ 本市の区域内に事業所を有する法人にあっては、市税に係る事業所 

の完納を証明する書類 

カ 本市の区域内に事業所を有する個人にあっては、市税に係る完納を証

明する書類 

キ 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

ク 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未

納税額のない証明書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定  

する一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名 



停止を受けていないこと。 

 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれかにも該当する者でないこと、

及び次の各号に揚げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害 

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな 

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して 

いる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している 

 者 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の 

申し立てがなされている者でないこと。 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の 

申し立てがなされている者でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けている者でないこと。 

３ プロポーザル実施スケジュール 

公告及び実施要領等の配

布 

平成２７年 ９月２９日（火）から 

     １０月 ５日（月）１７時まで 

質問書の受付 平成２７年 ９月２９日（火）から 

     １０月 ２日（金）１７時まで 

質問書の回答期限 平成２７年１０月 ６日（火） 

参加申込書等提出期限 平成２７年１０月 ８日（木）１７時まで 

参加資格審査結果の通知 平成２７年１０月 ９日（金） 

企画提案書等の提出期限 平成２７年１０月１６日（金）１７時まで 

審査（プレゼンテーショ

ン及び質疑応答） 

平成２７年１０月１９日（月）１６時から 



審査結果通知 平成２７年１０月２０日（火）以降速やか

に 

４ 実施要領等の配布 

  実施要領等は、観光振興課で配布するほか（仮称）津のまち音頭当該企画

提案記事内からダウンロードをすること。 

５ 契約の相手方となる最優先候補者の選定 

  津市（仮称）津のまち音頭製作業務プロポーザル方式審査委員会において

提案内容を審査し、最も高い評価を得た応募者を契約の相手方となる最優先

候補者（以下「最優先候補者」という。）として選定する。 

６ 契約の締結 

  審査の結果、最優先候補者として選定された応募者と契約に関する協議を

行い、契約の締結を行う。 

  なお、最優先候補者との協議が整わない場合、最優先候補者に次いで高い

評価点を得た応募者と順次契約に向けての協議を行う。 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「（仮称）津のまち音頭製作業務プロポ

ーザル方式実施要領」による。 

                  【問い合わせ先】 

                   津市商工観光部観光振興課 

                   電 話 ０５９－２２９－３１７０ 

                   ＦＡＸ ０５９－２２９－３３３５   



津市公告第１１１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２７年９月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２７年９月１８日

２ 抑留期間 平成２７年９月３０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市一志町 雑種 茶 雄 中 
９１日

以上 
首輪あり 

２ 津市江戸橋 雑種 白 雄 小 
９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



 津市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年９月２９日 

                   津市議会議長 田 矢 修 介 

津市議会規則第１号 

   津市議会会議規則の一部を改正する規則 

 津市議会会議規則（平成１８年津市議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長

に欠席届を提出することができる。 

 第８２条に次の１項を加える。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員

長に欠席届を提出することができる。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



津市教育委員会告示第１１号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２７年９月１７日

  津市教育委員会

                        委員長 坪 井  守

１ 招集の日時 平成２７年９月１８日（金） 午前９時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 平成２７年度津市教育功労者表彰について


